
新規・拡充事業

①事 業 名 子どもと親の相談員等の配置

②主管課及び （主管課）初等中等教育局児童生徒課課長：坪田 眞明）
関係課
（課長名）

③施策目標及び 施策目標２－２ 豊かな心の育成と児童生徒の問題行動等への適切な対応
達成目標 達成目標２－２－５ 小学校における教育相談体制の充実を図るとともに、不登校な

どの未然防止や早期発見・早期対応、学校運営の課題や児童虐
待への対応等について研究し、その成果の普及を図る。

④事業の概要 本事業は、児童生徒の不登校や問題行動の状況及び⑩必要性の（参考）に掲げる様々
な提言を踏まえ、公立小学校に子どもと親の相談員や生徒指導推進協力員を配置し、不
登校や問題行動等への対応の在り方、幼小連携・小中連携の在り方、訪問指導・援助へ
の協力の在り方について調査研究するとともに、校内の生徒指導体制の強化・充実を図
り、警察などの関係機関との連携強化についての取組に関する調査研究を委託する事業
である。
※下線部が拡充部分

⑤予算額及び 平成１７年度概算要求額：１，０６０百万円（平成１６年度予算額：４０１百万円）
事業開始年度 事 業 開 始 年 度：平成１６年度

⑥事業開始時に 小学校に「子どもと親の相談員」を配置し、小学校における教育相談体制の整備を図
おいて得よう ることにより、不登校などの未然防止や早期発見・早期対応及び学校運営の課題や児童
とした効果 虐待防止への対応について、有効な方法を調査研究する。

また 「生徒指導推進協力員」を配置し、校内の生徒指導体制の強化・充実を図ると、
、 。ともに 警察などの関係機関との連携強化についての取組に関する調査研究を実施する

⑦得られた効果 平成１６年度開始事業であり、客観的数値等その効果はまだ得られていない。

⑧得ようとする 調査研究対象地域（校）において、小学校に「子どもと親の ⑨達成年度
効果 相談員」を配置し、不登校などの未然防止や早期発見・早期

対応及び学校運営の課題や児童虐待防止への対応について、
有効な事例を提示する。 平成１７年度
また 「生徒指導推進協力員」を配置し、警察などの関係機、
関との連携強化に取り組むことにより、校内の生徒指導体制
の強化・充実に関する実践事例について、有効な事例を提示
する。

⑩必要性 児童生徒の問題行動等の状況は、平成１４年度において、不登校児童生徒数は約１３
万１千人、暴力行為の発生件数は約２万９千件、いじめの発生件数は約２万２千件に上
るなど、憂慮すべき状況にある。
また、小学校における不登校や問題行動等については、本年３月にまとめられた「今

後の不登校への在り方について（報告 」で、①学校生活上の問題や基本的な生活習慣）
が身についていないこと等が背景となっているため、早期の段階での対応が効果的であ
ること、②中学校で不登校が大幅に増加することから、小・中学校間の接続の改善を図
る観点から、小・中連携を推進する等の配慮が重要である、③児童虐待問題への学校の
対応が必要と報告されており、小学校の教育相談体制の充実が求められている。
さらに、近年、刃物を使った暴力行為が多発していることから、校内の生徒指導体制

の強化・充実を図るとともに、警察などの関係機関との連携強化についての取組に関す
る調査研究を実施する。

（参考）
○「今後の不登校への在り方について（報告 （平成１５年３月））」
・学校生活上の問題や基本的な生活習慣が身についていないこと等が背景となってい
るため、早期の段階での対応が効果的
・中学校で不登校が大幅に増加することから、小・中学校間の接続を改善を図る観点
から、小・中連携を推進する等の配慮が重要
・児童虐待問題への学校の対応が必要

○「青少年の育成に関する有識者懇談会報告書（平成１５年４月 （内閣府））」
・ 特に困難を抱える青少年の支援」の必要性「

○「学級経営の充実に関する調査研究 （最終報告 （平成１２年３月）」 ）
・早期の実態把握と早期対応
・保護者などとの緊密な連携と一体的な取組

⑪効率性 本事業により不登校や問題行動等への対応の在り方、幼小連携・小中連携の在り方、



訪問指導・援助への協力の在り方、関係機関との連携などについて調査研究し、それを
全国に普及することで効率的に推進することが出来ると判断。

⑫ 達成効果の把 配置校の配置前・配置後における不登校や問題行動の発生状況を比較し、効果を検証す
有 握の仕方 る。

検証の手順 校内の生徒指導体制の強化・充実を図るとともに、警察などの関係機関との連携状況を（ ）
効 把握。

性 得ようとする 小学校段階からの問題行動等への対応が求められていることから、新たに小学校に子
効果の達成見 どもと親の相談員や生徒指導推進協力員を配置することにより、教育相談体制の整備、
込みの判断根 生徒指導体制の強化・充実、関係機関との連携強化に関する効果が期待できる。
拠 判断基準 子どもと親の相談員を配置することにより、小学校段階から、児童生徒の不登校やい（ ）

じめ・暴力行為などの未然防止や早期発見・早期対応など、小・中を通じて学校におけ
る教育相談体制の充実が図れるようになったことを以て判断。
また、校内の生徒指導体制の強化・充実を図るとともに、警察などの関係機関との連

携強化が図れるようになったことを以て判断。



子どもと親の相談員等の配置子どもと親の相談員等の配置

「今後の不登校への対応の在り方について」（報告）（平成15年3月）
①早期の段階での対応が効果的 ②小・中学校間の接続の改善を図る観点から、小・中連携を推進する等の配慮が

重要 ③児童虐待問題への学校の対応が必要

小学校段階での早期の対応、保護者との連携の必要性

「学級経営の充実に関する調査研究」(最終報告)（平成12年3月）
・早期の実態把握と早期対応 ・保護者などとの緊密な連携と一体的な取組

不登校、暴力行為等の憂慮すべき状況不登校、暴力行為等の憂慮すべき状況

○期待される役割
・児童が悩みや不安を気軽に相談できる話相手
・学校と保護者・地域とのパイプ役

(幼・小・中連携，関係機関・児童福祉施設等との連携）
・保護者の相談相手・訪問援助

・小学校における教育相談体制の充実
（不登校などの未然防止及び早期発見、早期対応）

○地域人材の活用
（退職教員・保育士，民生児童委員，関係機関OB など）

・憂慮すべき状況にある不登校など児童生徒の問題行動の状況
(不登校児童生徒数：平成14年度131,211人、暴力行為の発生件数：平成14年度33,765件）
・問題行動の背景にある家庭環境の問題点

（｢青少年の育成に関する有識者懇談会報告書（平成15年4月）(内閣府）・「特に困難を抱える青少年の支援」の必要性）


